
 

平成 28年(2016年)12月 13日 

 

  

第 2858号 

平成 28年(2016年) 

12月 13日 

火曜日 

目 次 

告示 
○ 特定非営利活動法人の定款の変更に係る公告（南部地域振興センター） 

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告（東部地域振興センター） 

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告（川越比企地域振興センター） 

○ 生徒用机・椅子・机天板（東部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 生徒用机・椅子・机天板（西部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 生徒用机・椅子・机天板（南部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 生徒用机・椅子・机天板（北部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 行田都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 身体障害者福祉法第 15条の医師の指定（障害者福祉推進課） 

○ 身体障害者福祉法第 15条の医師の指定の辞退（障害者福祉推進課） 

○ 鴻巣市箕田土地改良区の役員退任届（さいたま農林振興センター） 

○ 県営土地改良事業手子林第三地区（区画整理事業）の換地計画の決定及び換地計画書の

写しの縦覧（農村整備課） 

○ 鴻巣都市計画公園の変更に係る図書の写しの縦覧（公園スタジアム課） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（越谷建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（越谷建築安全センター） 

○ 平成 28年 12月２日現在における選挙人名簿登録者数の 50分の１、３分の１の数等（選

挙管理委員会） 

○ 不在者投票を行うことができる施設の解除（選挙管理委員会） 

○ 選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
五
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
テ
ッ
プ
ベ
ー
ス 

三 

代
表
者
の
氏
名 

大
川 

秀
治 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
戸
田
市
氷
川
町
一
丁
目
十
番
一
―
三
百
六
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
放
課
後
等
に
お
い
て
保
育
を
必
要
と
す
る
小
学
生
を
対
象
に
し
、
学
童
保
育

事
業
（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
）
お
よ
び
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
障
害
児
通
所
支
援
事
業

を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
子
ど
も
達
の
健
や
か
な
成
長
と
豊
か
な
地
域
社
会
づ
く
り
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
一
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ち
く
み 

三 

代
表
者
の
氏
名 

青
木 

邦
彦 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
鶴
ケ
曽
根
百
二
十
四
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
に
対
し
て
、
保
育
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
子
ど
も
の
健
全

育
成
と
保
護
者
の
充
実
し
た
就
労
の
促
進
、
ひ
い
て
は
、
誰
も
が
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
社
会
の

実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
二
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 
 

 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
っ
こ
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

髙
橋 

智
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
富
士
見
一
丁
目
十
五
番
二
―
二
〇
三
号
室
県
営
鶴
ヶ
島
富
士
見
団
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
共
生
社
会
に
基
づ
い
た
特
別
支
援
教
育
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
学
び
な
が
ら
、

会
員
相
互
の
親
睦
と
協
和
に
よ
り
、
子
ど
も
達
一
人
一
人
の
特
性
を
見
極
め
見
守
り
な
が
ら
育

み
、
障
が
い
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
子
ど
も
た
ち
が
共
生
し
自
立
で
き
る
よ
う
に
図
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（東部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番地１号 

３ 落札者を決定した日 

平成28年10月25日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社わせだ 

埼玉県三郷市大広戸822番地３ 

５ 落札金額 

13,533,026円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成28年８月26日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（西部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番地１号 

３ 落札者を決定した日 

平成28年10月25日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社トネガワ 

埼玉県さいたま市岩槻区仲町１丁目13番16号 

５ 落札金額 

12,020,572円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成28年８月26日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
五
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（南部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番地１号 

３ 落札者を決定した日 

平成28年10月25日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社雄飛堂 

埼玉県さいたま市大宮区東町１丁目54番地 

５ 落札金額 

14,151,488円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成28年８月26日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（北部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番地１号 

３ 落札者を決定した日 

平成28年10月25日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社トネガワ 

埼玉県さいたま市岩槻区仲町１丁目13番16号 

５ 落札金額 

5,335,524円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成28年８月26日 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
七
号 

 
行
田
市
か
ら
行
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
八
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十

九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 



橋 

幸
成 

小
野 

さ
や
か 

鈴
木 

徹 

後
藤 

博
道 

纐
纈 

真
一
郎 

医
師
の
氏
名 

呼
吸
器
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
機
能
障
害 

指
定
障
害
区
分 

呼
吸
器
内
科 

神
経
内
科 

泌
尿
器
科 

内
科 

外
科 診

療
科
名 

医
療
法
人
藤
仁
会
藤
村
病
院 

医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会
新
座

志
木
中
央
総
合
病
院 

医
療
法
人
埼
友
会
埼
友
草
加
病

院 医
療
法
人
埼
友
会
埼
友
草
加
病

院 草
加
グ
リ
ー
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
機
関
の
名
称 

上
尾
市
仲
町
一
―
八
―
三
十

三 新
座
市
東
北
一
―
七
―
二 

草
加
市
松
原
一
―
七
―
二
十

二 草
加
市
松
原
一
―
七
―
二
十

二 草
加
市
旭
町
四
―
七
―
四
メ

ゾ
ン
ウ
ィ
ン
デ
ィ
Ｂ
百
三 

医
療
機
関
の
所
在
地 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日 

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日 

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日 

指
定
年
月
日 



神
谷 

文
雄 

渡
辺 

武
士 

中
安 

弘
毅 

冨
山 

隆
一 

佐
藤 

信
之 

肢
体
不
自
由 

音
声
・
言
語
機
能

障
害 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

神
経
内
科 

神
経
内
科 

眼
科 

眼
科 

眼
科 

川
口
並
木
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
三
愛
会
埼
玉
み
さ
と

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病

院 東
松
山
市
立
市
民
病
院 

お
け
が
わ
眼
科 

北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ

ー 

川
口
市
並
木
三
―
三
十
四

―
十
七 

三
郷
市
新
和
五
―
二
百
七 

東
松
山
市
大
字
松
山
二
千

三
百
九
十
二 

桶
川
市
若
宮
一
―
五
―
二

お
け
が
わ
マ
イ
ン
四
Ｆ 

北
本
市
荒
井
六
―
百 

同 同 同 同 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
五
日 



大
矢 

俊
之 

重 

一
雄 

鈴
木 

剛 

鈴
木 

元 

坂
田 

尚
広 

川
邊 

保
隆 

心
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

循
環
器
科 

脳
神
経
外
科 

脳
神
経
外
科 

整
形
外
科 

内
科 

整
形
外
科 

医
療
法
人
幸
仁
会
堀
中
病
院 

社
会
医
療
法
人
財
団
石
心
会
埼

玉
石
心
会
病
院 

川
口
市
立
医
療
セ
ン
タ
ー 

医
療
法
人
本
庄
福
島
病
院
本
庄

総
合
病
院 

医
療
法
人
眞
美
会
麻
見
江
ホ
ス

ピ
タ
ル 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

幸
手
市
東
三
―
一
―
五 

狭
山
市
鵜
ノ
木
一
―
三
十
三 

川
口
市
大
字
西
新
井
百
八
十 

本
庄
市
北
堀
千
七
百
八
十 

比
企
郡
鳩
山
町
大
橋
千
六
十

六 入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷

三
十
八 

同 同 同 同 同 同 



   
 

奥
村 

栄
二
郎 

吉
田 

誠
吾 

濱
田 

英
明 

曽
川 

正
和 

神
戸 

将 

緒
方 

信
彦 

岡
崎 
幸
生 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

内
科 

循
環
器
内
科 

循
環
器
内
科 

心
臓
血
管
外
科 

心
臓
血
管
外
科 

循
環
器
内
科 

心
臓
血
管
外
科 

医
療
法
人
財
団
明
理
会
埼
玉
セ

ン
ト
ラ
ル
病
院 

医
療
法
人
秀
和
会
秀
和
総
合
病

院 医
療
法
人
熊
谷
総
合
病
院 

医
療
法
人
財
団
明
理
会
イ
ム
ス

富
士
見
総
合
病
院 

深
谷
赤
十
字
病
院 

医
療
法
人
社
団
愛
友
会
上
尾
中

央
総
合
病
院 

一
般
社
団
法
人
巨
樹
の
会
新
久

喜
総
合
病
院 

入
間
郡
三
芳
町
上
富
二
千
百

七
十
七 

春
日
部
市
谷
原
新
田
千
二
百 

熊
谷
市
中
西
四
―
五
―
一 

富
士
見
市
大
字
鶴
馬
千
九
百

六
十
七
―
一 

深
谷
市
上
柴
町
五
―
八
―
一 

上
尾
市
柏
座
一
―
十
―
十 

久
喜
市
上
早
見
四
百
十
八
―

一 

同 同 同 同 同 同 同 



寺
尾 

俊
哉 

小
島 

圭
二 

阿
部 

勝 

毛
利 

篤
人 

吉
田 

和
彦 

志
熊 

聡
美 

浦
辻 

洋
平 

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

泌
尿
器
科 

泌
尿
器
科 

内
科
、
外
科 

呼
吸
器
内
科 

内
科
、
腎
臓
内
科 

腎
臓
内
科 

腎
臓
内
科 

社
会
医
療
法
人
財
団
石
心
会
埼

玉
石
心
会
病
院 

社
会
医
療
法
人
財
団
石
心
会
埼

玉
石
心
会
病
院 

医
療
法
人
財
団
啓
明
会
中
島
病

院 埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療
セ
ン

タ
ー 

医
療
法
人
社
団
鴻
愛
会
こ
う
の

す
共
生
病
院 

医
療
法
人
秀
和
会
秀
和
総
合
病

院 医
療
法
人
財
団
明
理
会
イ
ム
ス

富
士
見
総
合
病
院 

狭
山
市
鵜
ノ
木
一
―
三
十
三 

狭
山
市
鵜
ノ
木
一
―
三
十
三 

戸
田
市
下
戸
田
二
―
七
―
十 

日
高
市
山
根
千
三
百
九
十
七

―
一 

鴻
巣
市
本
町
六
―
五
―
十
八 

春
日
部
市
谷
原
新
田
千
二
百 

富
士
見
市
大
字
鶴
馬
千
九
百

六
十
七
―
一 

同 同 同 同 同 同 同 



 

     

山
室 

渡 

野
原 

茂
男 

     

肝
臓
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
機
能
障
害 

     
内
科
、
消
化
器
内
科 

外
科 

     

医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会
新
座

志
木
中
央
総
合
病
院 

医
療
法
人
関
越
病
院 

     

新
座
市
東
北
一
―
七
―
二 

鶴
ヶ
島
市
大
字
脚
折
百
四
十
五

―
一 

     同 同 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
九
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第

三
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



古
谷 

達
之 

川
井 

充 

佐
藤 

常
一 

北
澄 

忠
雄 

中
田 

豊
助 

榊
原 

壤 

山
口 

真
彦 

上
村 

孝
臣 

鈴
木 

洋
通 

医
師
の
氏
名 

視
覚
障
害 

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
、

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由
、
小
腸
機

能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

肢
体
不
自
由 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

指
定
障
害
区
分 

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会
支
部

埼
玉
県
済
生
会
川
口
総
合
病
院 

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
東
埼
玉

病
院 

佐
藤
医
院 

医
療
法
人
社
団
全
仁
会
東
都
春
日
部
病

院 医
療
法
人
社
団
弘
人
会
中
田
病
院 

医
療
法
人
泰
一
会
所
沢
リ
ウ
マ
チ
・
ス
ポ

ー
ツ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
顕
正
会
蓮
田
病
院 

埼
玉
医
療
生
活
協
同
組
合
羽
生
総
合
病

院 埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
機
関
の
名
称 

川
口
市
西
川
口
五
―
十
一
―
五 

蓮
田
市
黒
浜
四
千
百
四
十
七 

草
加
市
谷
塚
町
八
百
三
十
一 

春
日
部
市
大
畑
六
百
五
十
二
―
七 

加
須
市
元
町
六
―
八 

所
沢
市
日
吉
町
九
―
二
十
二
い
せ
き 

ビ
ル
三
Ｆ 

蓮
田
市
根
金
千
六
百
六
十
二
―
一 

羽
生
市
上
岩
瀬
五
百
五
十
一 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三
十

八 

医
療
機
関
の
所
在
地 

平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日 

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
四
日 

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日 

平
成
二
十
八
年
八
月
十
二
日 

平
成
二
十
八
年
五
月
十
八
日 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日 

平
成
二
十
七
年
五
月
三
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日 

辞
退
年
月
日 



並
木 

重
隆 

齊
藤 

瑛 

栗
原 

宏
介 

関
根 

貢 

朱 

寧
進 

狩
野 

友
昭 

生
坂 

和
一 

森
田 
哲
也 

心
臓
機
能
障
害 

平
衡
機
能
障
害
、
そ
し
ゃ

く
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

平
衡
機
能
障
害
、
音
声
・

言
語
機
能
障
害
、
肢
体
不

自
由 

肢
体
不
自
由 

視
覚
障
害 

医
療
法
人
財
団
健
和
会
み
さ
と
健
和
病

院 斉
藤
耳
鼻
咽
喉
科
医
院 

医
療
法
人
社
団
宏
友
会
栗
原
整
形
外
科 

関
根
外
科
医
院 

医
療
法
人
新
青
会
川
口
工
業
総
合
病
院 

深
谷
赤
十
字
病
院 

医
療
法
人
生
坂
医
院 

北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー 

三
郷
市
鷹
野
四
―
四
百
九
十
四
―

一 所
沢
市
西
住
吉
六
―
二
十
二 

朝
霞
市
幸
町
一
―
一
―
五 

本
庄
市
東
台
四
―
八
―
二
十
五 

川
口
市
青
木
一
―
十
八
―
十
五 

深
谷
市
上
柴
町
西
五
―
八
―
一 

本
庄
市
本
庄
四
―
四
―
十
二 

北
本
市
荒
井
六
―
百 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日 

同 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
一
日 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
日 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
九
日 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
九
日 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
九
日 

同 



 

    

黒
木 

副
武 

箱
田 

有
亮 

清
水 

暢
夫 

大
野 

勉 

 
 

司 

 

    

肢
体
不
自
由 

呼
吸
器
機
能
障
害 

視
覚
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

 

    

医
療
法
人
三
愛
会
埼
玉
み
さ
と

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病

院 医
療
法
人
誠
壽
会
上
福
岡
総
合

病
院 

医
療
法
人
誠
壽
会
上
福
岡
総
合

病
院 

彩
都
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク 

野
上

医
院 

 

    

三
郷
市
新
和
五
―
二
百
七 

ふ
じ
み
野
市
福
岡
九
百
三
十
一 

ふ
じ
み
野
市
福
岡
九
百
三
十
一 

春
日
部
市
大
枝
三
百
六
十
六 

秩
父
郡
長

町
本
野
上
千
二
十
九
―
五 

 

    

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
九
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

鴻
巣
市
箕
田
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 
住 

所 

 

理
事 

新 

井 
 

 

稔 
埼
玉
県
鴻
巣
市
宮
前
四
百
八
十
一
番
地
一 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
一
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
県
営
土
地
改
良
事
業
手
子
林
第
三
地
区
（
区
画
整
理
事
業
）
の
換
地
計
画
を
平
成
二
十
八
年
十

二
月
九
日
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
し
、
及
び
そ
の
換
地
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
九
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

羽
生
市
役
所 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
二
号 

 
鴻
巣
市
か
ら
鴻
巣
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
公
園
ス
タ
ジ
ア
ム
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

渡 

辺 

賢 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
五
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
七
〇
〇
三
四
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日 

 
 

越
建
セ
第
三
四
六
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
東
六
百
六
十
二
番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
中
島
百
五
十
九
番
地
一 

カ
ー
サ
・
エ
レ
ガ
ン
テ

二
〇
一
号 

 
 

中
村 

貴
博
、
中
村 

綾
子 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
三
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

渡 

辺 

賢 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
八
〇
〇
〇
三
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
八
日 

 
 

越
建
セ
第
三
四
七
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
東
六
百
三
十
一
番
一
、
六
百
三
十
二
番
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
備
後
西
三
丁
目
十
一
番
三
十
号 

 
 

橋
口 

雄
貴
、
橋
口 

満
喜
子 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
八
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
現
在
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七

十
四
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一

条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総

数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
四
十

万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
二
一
、
八
二
八
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る

者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

八
六
一
、
四
二
二
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
） 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数 

 

南
第
一
区 

草
加
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
七
、
八
六
五
人 

 

南
第
二
区 

川
口
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
六
、
二
八
六
人 

 

南
第
三
区 

さ
い
た
ま
市
西
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四
、
四
一
七
人 

 

南
第
四
区 

さ
い
た
ま
市
北
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
〇
、
〇
四
三
人 

 

南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
二
、
一
三
七
人 

 

南
第
六
区 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
四
、
五
七
四
人 

 

南
第
七
区 

さ
い
た
ま
市
中
央
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
三
六
七
人 

 

南
第
八
区 

さ
い
た
ま
市
桜
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
三
一
八
人 

 

南
第
九
区 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
三
、
三
二
二
人 

 

南
第
十
区 

さ
い
た
ま
市
南
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
九
、
八
五
七
人 



 

南
第
十
一
区 

さ
い
た
ま
市
緑
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
二
、
五
九
七
人 

 

南
第
十
二
区 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
二
三
〇
人 

 
南
第
十
三
区 

上
尾
市
・
伊
奈
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
五
、
三
四
〇
人 

 

南
第
十
四
区 

桶
川
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
一
、
二
〇
二
人 

 

南
第
十
五
区 

北
本
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
三
二
六
人 

 

南
第
十
六
区 
鴻
巣
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
三
、
五
五
二
人 

 

南
第
十
七
区 

志
木
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
、
五
四
六
人 

 

南
第
十
八
区 

新
座
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
二
七
六
人 

 

南
第
十
九
区 

蕨
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
九
七
二
人 

 

南
第
二
十
区 

戸
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
五
、
七
四
四
人 

 

南
第
二
十
一
区 

朝
霞
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
七
、
一
五
四
人 

 

南
第
二
十
二
区 

和
光
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
一
四
一
人 

 

西
第
一
区 

所
沢
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
六
、
三
五
六
人 

 

西
第
二
区 

入
間
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
七
八
一
人 

 

西
第
三
区 

飯
能
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
九
四
五
人 

 

西
第
四
区 

狭
山
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
三
、
五
三
四
人 

 

西
第
五
区 

ふ
じ
み
野
市
・
三
芳
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
四
八
四
人 

 

西
第
六
区 

富
士
見
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
三
〇
、
四
五
六
人 

 

西
第
七
区 

川
越
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
七
、
〇
七
七
人 

 

西
第
八
区 

日
高
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
八
〇
二
人 

 

西
第
九
区 

毛
呂
山
町
・
越
生
町
・
鳩
山
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
七
、
六
七
四
人 

 

西
第
十
区 

坂
戸
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
七
、
九
四
七
人 

 

西
第
十
一
区 

鶴
ケ
島
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
四
四
二
人 

 

西
第
十
二
区 

東
松
山
市
・
川
島
町
・
吉
見
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
六
、
七
九
五
人 

 

西
第
十
三
区 

滑
川
町
・
嵐
山
町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町 

 
 

 
 

 

二
二
、
五
六
八
人 

 

北
第
一
区 

秩
父
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
八
、
二
七
五
人 

 

北
第
二
区 

横
瀬
町
・
皆
野
町
・
長

町
・
小
鹿
野
町
・
東
秩
父
村 

 
 

一
一
、
八
四
六
人 

 

北
第
三
区 

本
庄
市
・
神
川
町
・
上
里
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
四
、
一
五
八
人 

 

北
第
四
区 

深
谷
市
・
美
里
町
・
寄
居
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
三
、
〇
四
六
人 

 

北
第
五
区 

熊
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
六
、
〇
〇
五
人 

 

東
第
一
区 

行
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
四
四
四
人 

 

東
第
二
区 

羽
生
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
四
八
四
人 

 

東
第
三
区 

加
須
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
二
、
〇
五
四
人 

 

東
第
四
区 

久
喜
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
三
、
五
八
八
人 



 

東
第
五
区 

蓮
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
七
五
五
人 

 

東
第
六
区 

白
岡
市
・
宮
代
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四
、
二
三
二
人 

 
東
第
七
区 

春
日
部
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
六
、
九
〇
二
人 

 

東
第
八
区 

越
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
三
、
三
一
一
人 

 

東
第
九
区 
八
潮
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
六
三
五
人 

 

東
第
十
区 

三
郷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
八
、
二
四
〇
人 

 

東
第
十
一
区 

幸
手
市
・
杉
戸
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
九
六
七
人 

 

東
第
十
二
区 

吉
川
市
・
松
伏
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
四
五
二
人 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
九
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
解
除
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

  

病

院 

種 

別 

医
療
法
人
社
団
寿
会 

吉
沢
病
院 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
本
庄
市
寿
二
丁
目
一
番
五
号 

所 
 

在 
 

地 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
八
十
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日 埼

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

一 

日
時 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
五
日 

午
後
四
時 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指

定
に
つ
い
て 
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